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工業技術センターをよろしく！ 
－ご要 望 を お 待 ちして おります－   

　5月号から新たにこの「工業技術

センターだより」のコーナーを設けさ

せていただきます。このコーナーでは、

様々な分野の技術用語を解説しな

がら、それと関連する当センターで行

っている研究の一端を紹介するとと

もに、当センターの行事等につきま

しても適宜紹介させていただきます。 

　第１回目は、平成15年度の業務

方針について、ご説明します。 

１ 研究開発の推進 

（1）  新産業創造への支援強化のた

め、以下の２点に「選択と集中」

により取り組みます。 

1　 自動車関連産業を中心とした

ものづくり企業の集積を図るた

め、金型や鋳造技術など基盤

的技術の研究開発と技術支援 

2　岩手 らしさを前面に出し、付

加価値の大きな商品（トリアジ

ンチオール、南部鉄器応用商品、

木材、地場食品等）開発と支援 

（2）  産廃処理やリサイクルなど環境

関連事業に積極的に取り組みます。 

2 お客様の視点に立った 

　技術支援の充実 

（1） 企業訪問600社の実施 

  企業ニーズの把握、企業の技 

　 術上の問題解決、センターの業務

紹介を行うと共に、16年度の研

究テーマの掘り起こしを行います。 

（2） テクノブリッジ推進事業 

 企業の抱える問題を直接研究 

　 テーマとして取り上げ、企業と当セ

ンターが共同して研究開発する事

業で、６月を目処に開始します。 

 

　また、技術相談対応を充実するた

め、新たに「技術相談ホットライン（TEL 

019-635-1119）」を新設しました。

専門のスタッフが対応しております

ので、どうぞお気軽にご活用ください。 

　最後に当センターの使命は「技術・

研究」を柱に（財）いわて産業振興

センターと車の両輪となり、岩手県

の産業振興に役立つことと肝に銘じ

ております。皆様のご指導ご鞭撻よ

ろしくお願い申し上げます。 

岩手県 
工業技術センター所長 

斎藤　紘一 
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お申込み・ 
お問合わせ先 
 新事業支援課 TEL 019-621-5070　FAX 019-621-5481 
  URL http://www.joho-iwate.or.jp/info/sogyo 
  E-mail　shinsangyo@joho-iwate.or.jp

創業準備ブース利用案内 
　交流サロン内にあるデスクブースを創業準備ブースとして貸出しいたします。単
なるレンタルブースではなく、創業予定者、創業5年未満の方を対象にしていますの
で、利用条件をご確認のうえ、ご応募ください。 

◆　申込方法 
　下記問い合わせ先へ資料請求のうえ、
関係書類を添えてお申込ください。
また、ホームページからのお申込み
も可能です。 

「いわて新産業創造センター」 

創業準備ブース 利 用 案 内  利 用 案 内  

創業準備ブースの仕様等 　 
◆　規　　格 
 
 
 
◆　付属設備 机、イス、アーム型照明、県の産業支援機関情報ネットワークによるイン

ターネット接続回線（パソコンは各自持ち込み）、カラーコピー・FAX（有料） 
◆　利 用 料  無料 
◆　利用期間 6ヵ月（ただし、6ヵ月以内の延長を認める場合がある） 
◆　利用可能日 平成15年5月から 

◆　
利用可能曜日

 月～土曜日の9:00～22:00
 

　　及び時間 

 区　分 面　積 寸　法 ブース数 
Ａタイプ 約2.6¤ 約1.4m×1.9m 2 
 Bタイプ 約2.0¤ 約1.4ｍ×1.4ｍ 1 
 

 履歴書 決算書 会社案内 
 （代表者） （過去２期分） （概要） 

創業予定者 ○   

個人事業者 ○ ○ ○ 

法人事業者 ○ ○ ○ 

　当センターでは、地域産業の高

度化や技術革新へ対応するため、

ソフトウエア業などの産業の頭脳

部分を育成・支援する施設として、

岩手県が整備した「いわて新産業

創造センター」を管理しております。 

　この施設の創業準備ブースの利

用希望者を募集します。ミーティ

ングや商談などができる交流サロ

ン及びマルチメディア関連の最先

端機器を備えているマルチメディ

アセンターなども利用できますので、

ぜひご検討ください。 

 金融課 TEL 019-621-5381～3（直通） FAX 019-621-5480 
  URL http://www.joho-iwate.or.jp/setsubi/ E-mail setsubi@joho-iwate.or.jp
お申込み・ 
お問合わせ先 

設備代金の1/2までを 

無利子で貸し付け 

・　2名以上必要 
・　申込額が2,000万円を越える（建

設業等は1,000万円を越える）場合、
不動産担保が必要 

●　15年度中に契約・納品される新品設備が対象 

●　既に納品済みの設備でも、代金のうち貸付希望額相当の金

額が未払いであれば貸付可能 
※　ただし15年4月以降に納品されたものに限ります。 

●　対象企業　従業員20名以下の企業 

　　（小売・卸・サービス業は5名以下） 
※　従業員20名を超え50名以下の企業向けの枠もありますが、条件が

ありますのでお問い合わせ下さい。 
 

●　対象業種　不問（一部対象外あり） 

●　対象設備　資産に計上できる新品の機械設備 

　　（不動産、中古機械は不可） 

●　最長7年返済 

●　融資可能額 
　　50万～4,000万円 

平成 
15年度 

以下の条件のいずれかを満たす企業は 
最長10年、１億円まで貸与できます。 
①　中小企業創造活動促進法の認定企業 

②　中小企業経営革新支援法の承認企業 

③　ISO9000／ISO14000の認証取得企業 

④　加工高に対する県内企業への外注比率が10％以上の企業 

⑤　県内企業５社以上へ下請発注している企業 

⑥　県内企業への下請発注額が年間1,000万円以上の企業 

⑦　申請する設備を設置することで④～⑥に該当する企業でも可 

法人の場合　２名以上 

個人の場合　１名以上 
（申込額2,000万円以下の場合） 

法人の場合　２名以上 

個人の場合　１名以上 
（申込額2,000万円以下の場合） 

連 帯 保 証 人・担 保  

★　リース期間 

　　原則として5年（利率1.860%）か7年（利

率1.382%）となります。 

★　対象企業 

　　従業員20名以下(小売・卸・サービス業

は5名以下)の中小企業。 

　　20名を超え50名以下の企業も利用で

きますが、条件がありますのでお問い合わ

せください。 

最長 
7年返済 

100万～6,000万円まで貸付 

年利 
2.3％ 

保証協会の 
保証も不要 

　利用者に代わって機械設備を当センターが購入し、長期・低利で貸与する制

度です。中小企業であればどなたでもご利用できます。（一部対象外業種・設備あり） 

連 帯 保 証 人  
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